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1111 地方公会計改革の経緯と論点 

1.11.11.11.1 地方公会計整備の取組経緯 

地方公会計制度における改革の兆候の具体的な動きは、平成 12 年以前の先行自治体によ

る貸借対照表（バランスシート）作成の動きであった。そこで、自治省、後に総務省による

平成 12 年３月、平成 13 年 3 月のバランスシート作成と行政コスト計算書作成のための研

究会報告書が公表され、各自治体に拡がっていったのである。 

そこで、各自治体における公会計実務の展開とともに統一的な公会計モデルの必要性が

求められるようになったのであるが、公会計理論・基準の統一には至らず、平成 18 年に「基

準モデル」及び「総務省方式改訂モデル」による財務書類の作成手順が示された。 

しかし、自治体においては独自の地方公会計基準を設定して財務書類を作成することも

併存的に行われ、この間、平成 21 年 1 月の「資産評価実務手引」、「連結財務書類作成手

引」が提示された。 

しかし、資産・債務改革や公共資産管理改革の推進のためには、全国統一の財務書類の作

成が急務とされ、平成 22 年 9 月に「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」の立ち上

げとなり、平成 27 年 1 月の統一的な基準による「地方公会計マニュアル」の公表に至った

のである（詳細は図表 4-1.参照）。 

図表4-1. 地方及び国における公会計改革の取組状況

年 月 地方及び国の取組状況 

平成 12 年 3 月 地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書 

平成 13 年 3 月 
地方公共団体の総合的な財政分析に関する研究会報告書－「行政コスト計算書」と

「各地方公共団体全体のバランスシート」－ 

平成 16 年 6 月 （国）「省庁別財務書類の作成基準」 （財政制度等審議会） 

平成 17 年 12 月 
（国）行政改革の重要方針（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）⇒地方においても、国と

同様に資産・債務改革に積極的に取り組むよう要請 
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平成18年 

5 月 

新地方公会計制度研究会報告書⇒基準モデル及び総務省方式改訂モデルによる財務４

表の作成手順の提示 

（国）「公会計整備の一層の推進に向けて～中間取りまとめ～」 （財政制度等審議

会） 

6 月 

・（国）行政改革推進法施行 （平成 18 年法律第 47 号）

・地方に資産・債務改革を要請、国は企業会計の慣行を参考とした貸借対照表など地

方に対して財務書類の整備に関して助言することを規定 

7 月 

「新地方公会計制度実務研究会」発足⇒「新地方公会計制度研究会報告書」を踏ま

え、実証的検証及び資産評価方法の諸課題について検討 

（国）経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成 18 年 7月 7日閣議

決定）⇒国と同様、資産圧縮を進めるなどの資産・債務改革の推進及び国の財務書類

に準拠した公会計モデルの導入に向け、計画的に整備を進めるよう要請

8 月 

「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」（総務事務次官通

知） 

⇒新地方公会計モデルを活用した財務書類の整備、資産・債務改革に関する具体的

な施策の策定を要請 

平成19年 

6月 

「地方公共団体財政健全化法」の成立 

（国）経済財政改革の基本方針 2007（平成 19 年 6月 19 日閣議決定）⇒地方公共団体

は、地方公社、第三セクターを含む資産・債務改革について、国の取組を踏まえつつ目

標を明確にし、改革を推進すること 

10月 

「公会計の整備推進について」（自治財政局長通知）⇒新地方公会計モデルを活用

した財務書類の整備、資産・債務改革に関する具体的な施策の策定を改めて要請する

とともに、「財務書類の分かりやすい公表に当たって留意すべき事項」を提示 

新地方公会計制度実務研究会報告書⇒「基準モデル」及び「総務省方式改訂モデ

ル」による財務諸表の整備が中小規模団体も円滑に進むよう、作成上の課題に対する

解決方策の検討や連結財務諸表作成のより詳細な手順などを検討 

平成 20 年 6 月 

「地方公会計の整備促進に関するワーキンググループ」発足⇒「新地方公会計制度

研究会報告書」で示されたモデルの実証的検証及び資産評価方法等の諸課題について

検討したうえで、財務書類の作成や資産評価に関する実務的な指針を公表 

（国）経済財政改革の基本方針2008（平成20年6月27日閣議決定）⇒「基本方針2006」、

「基本方針2007」に沿って資産債務改革等を実行 

平成 21 年 

1 月 

「新地方公会計モデルにおける資産評価実務手引」の提供⇒新地方公会計モデルに

おける資産評価の基本原則に関する解説や評価方法の事例などを踏まえて取りまとめ

たものを提供 

2 月 総務省方式改訂モデル向け「作業用ワークシート」の提供⇒有形固定資産の算定に
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必要な「決算統計・普通建設費」の積み上げをＬＧ－ＷＡＮ決算統計データを用い

て、積み上げ作業が効率よく行えるよう、Excel形式の作業用ワークシートと手順書を

提供 

4 月 

「新地方公会計モデルにおける連結財務書類作成手引」の提供⇒連結対象団体と連

結するにあたっての考え方や組替え、連結修正、相殺消去などの実務的な処理手順を

とりまとめたものを提供 

平成 22 年 

3 月 

「地方公共団体における財務書類の活用と公表について」の提供⇒分析方法や内部

管理への活用方法について、先進団体の事例も用いながら財務書類作成後の活用と公

表のあり方についてとりまとめたものを提供 

9 月 「今後の新地方公会計の推進に関する研究会（総務省）」（第1回）開始 

平成 26 年 

4 月 「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」公表 

5 月 
「今後の地方公会計の整備促進について（総務大臣通知）」 

「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会（総務省）」（第1回）開始 

平成 27 年 1 月 
「統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務大臣通知）」 

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」公表 

＊総務省「今後の新地方公会計の推進に関する研究会（第 1 回）資料 2(p3～5)」を鈴木・

林が加工。 

1.21.21.21.2 「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」の設置とその後の取組状況 

本研究会は、平成 22 年 9 月の研究会設置以降、様々な観点での検討を重ねて平成 25 年 4

月に「中間報告」を公表した。そして、これをもとに「財務書類の作成基準に関する作業部

会」と「固定資産台帳の整備等に関する作業部会」による実務上の課題等の検討を経て、統

一的な基準による地方公会計マニュアルの設定に向けて、「今後の新地方公会計の推進に関

する実務研究会」が平成 26 年 5 月に設置され、平成 27 年 1 月の基準及びマニュアル公表

と総務大臣通知の発出に至ったものである。 

(1) 今後の新地方公会計の推進に関する研究会１ 

① 背景・目的

総務省では、新地方公会計モデル（基準モデル及び総務省方式改訂モデル）を地方公共団

体の推進に関する研究会を地方公共団体に示し、新地方公会計の整備を要請してきたこと

から、新地方公会計を更に推進していくため、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」

を開催することとした（第 1 回：平成 22 年 9 月）。 

②検討項目

・作成依頼から３年が経過した財務書類の作成についての検証

・国際公会計基準及び国の公会計等の動向を踏まえた新地方公会計の推進方策

・財務書類等の作成に関する統一的な基準の策定 
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(2) 今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会２ 

①背景・目的

総務省では、新地方公会計を更に推進していくため、平成２２年９月に「今後の新地方公

会計の推進に関する研究会」を立ち上げ、議論を重ねてきたところであり、平成 26 年 4 月

公表の当該研究会の報告書において示された統一的な基準による財務書類等の作成につい

て、より詳細な取扱いを定めた要領等の作成に係る実務的な検討を行うため、「今後の新地

方公会計の推進に関する実務研究会」を開催することとした（第１回：平成 26 年 5 月）。 

②検討内容

(1)財務書類作成要領、(2)固定資産台帳整備の手引き、(3)資産評価の手引き、(4)連結財

務書類作成の手引き、(5)財務書類等活用の手引き、(6)Ｑ＆Ａ集 

1.31.31.31.3 新地方公会計基準統一の論点 

平成 18 年の「新地方公会計制度研究会」報告書にもとづく財務書類の「基準モデル」と

「総務省方式改訂モデル」の作成実務を、更に精緻化し統一化するために、平成 22 年 9 月

に、地方公共団体における財務書類の作成についての検証を行うとともに、国際公会計基準

（IPSAS）及び国の公会計等の動向を踏まえた新地方公会計の推進方策等を検討するため、

総務省に「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」（以下「研究会」という。）が設置

された。 

同研究会の下に、他基準の考え方を取り入れられるものは取り入れ、従来からの各自治体

の財務書類作成との継続性と全自治体の実施可能性を推量しつつ、さらなる基準のとりま

とめに向けて地方公共団体の実態や実務上の課題等を踏まえて検討を行うため、「地方公共

団体における財務書類の作成基準に関する作業部会」と、「地方公共団体における固定資産

台帳の整備等に関する作業部会」の二つの部会が設置され検討がなされた。そして、特に会

計処理手続の実務簡便性と両モデルの考え方や財務書類の表示上の継続性という観点も重

視した検討を行い、それぞれ部会報告書としてとりまとめられた。 

新地方公会計の推進に関する研究会報告書（概要は図表 4-2.）は、両部会報告書を踏まえ

て作成されたものであり、検討事項のうち、さらに実務的な検証が必要とされるものについ

ては、詳細かつ実務的な検討を踏まえて、「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」

が設置され要領等の作成を行った。 

051



図表4-2. 今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書概要等

出典；総務省「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書（概要）」平成 26 年 4 月 

報告書における基本的方針は、地方公会計基準の標準的統一化であり、その中心的要点

は、①発生主義と②複式簿記の導入、③従来の財源表示から簡便な純資産変動の開示、④各

自治体における統一的な実施可能性に基づく資産の取得原価評価、⑤開始Ｂ／Ｓの作成方

法と固定資産台帳の作成様式、⑥予算決算制度による財政統制を踏襲した出納整理期間取

引の認識等である。ここでの目標は、地方公会計は、発生主義により、ストック情報やフロ

ー情報を総体的・一覧的に把握することにより、現金主義会計による予算・決算制度を補完

するものとして整備するものである。また個々の地方公共団体における地方公会計整備の

意義としては、住民や議会等に対し、財務情報をわかりやすく開示することによるパブリッ

クアカウンタビリティの履行と、資産・債務管理や予算編成、行政評価等に有効に活用する

ことで、マネジメントを強化し、財政の効率化・適正化を図ることが挙げられている。 

このような地方公会計の整備促進を図るためには、すべての地方公共団体において適用

できる標準的な基準を示すことが必要であるとして、資産評価の基準や様式など財務書類

の作成の基本となる部分について、統一的な取扱いとして整理している。ここでは、一般会

計等に地方公営事業会計を加えた全体財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体

を加えた連結財務書類を合わせて作成する。なお、全体財務書類と連結財務書類の具体的な

取扱いについては、要領等において整理するとしている。すなわち当該地方公共団体の全体

の業績は、連結財務書類の作成によらなければならないとする考え方は企業会計と同様で

ある。 

地方公共団体において財務書類を作成する目的は、経済的または政治的意思決定を行う
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情報利用者に対し、意思決定に有用な情報をわかりやすく開示することによる説明責任の

履行と、資産・債務管理や予算編成、業績評価等に有効に活用することで、マネジメントを

強化し、財政の効率化・適正化を図ることである。具体的には、地方公共団体の①「財政状

態」、②「発生主義による一会計期間における費用・収益」、③旧モデルにおける財源計算

と表示を極力簡便化した「純資産の変動」及び④「資金収支の状態」に関する情報の開示を

意味している。すなわち、ここでは特徴的に純資産の変動情報を重視している。また、現金

主義によるストック情報の不足、フルコスト情報の必要性、固定資産管理情報の完備、総資

金収支の効率性の把握を目指している意味あいをもっている。 

財務書類の構成要素については、それぞれ異なる属性を有する大項目、すなわち「資産」、

「負債」、「純資産」、「費用」、「収益」、「その他の純資産減少原因」及び「財源及び

その他の純資産増加要因」を示している。純資産とは、資産から負債を控除した正味の資産

をいい、租税等の拠出及び当該会計主体の活動等によって獲得された余剰(または欠損)の蓄

積残高を意味する。その他の純資産減少原因とは、当該会計期間中における資産の流出もし

くは減損、または負債の発生の形による経済的便益またはサービス提供能力の減少をもた

らすものであって、費用に該当しない純資産(またはその内部構成)の減少原因をいう。その

他の純資産減少原因は、その発生形態の別によって、「固定資産等の増加(余剰分(不足分))」、

「固定資産等の減少(固定資産等形成分)」及び「その他の純資産の減少」に細分類される。

財源及びその他の純資産増加原因とは、当該会計期間中における資産の流入もしくは増加、

または負債の減少の形による経済的便益またはサービス提供能力の増加をもたらすもので

あって、収益に該当しない純資産(またはその内部構成)の増加原因をいう。財源及びその他

の純資産増加原因は、その発生形態の別によって、「財源」、「固定資産等の増加(固定資

産等形成分)」、「固定資産等の減少(余剰分(不足分))」及び「その他の純資産の増加」に細

分類される。このうち財源とは、収益の定義に該当しない税収等及び国県等補助金をいう。

すなわち、税収の取り扱いについては収益説と出資説等があるが、継続性と国の基準との整

合性を図る目的もあり、純資産変動計算書の財源として処理することとなった。このように

統一基準のもつ特質は、純資産の変動を詳細に示すことによって自治体の財政状態をダイ

ナミックに理解できるように考えられたものである。そのためには、特に現在の自治体の過

剰な固定資産を管理統制する資料としての純資産変動の測定が必須となる。しかし、これは

基準モデルにおける財源仕訳の踏襲を意味するものではない。 

財務書類の体系については、住民をはじめとする情報利用者が経済的または政治的意思

決定を行うにあたり、有用な情報を提供するという観点から整理する必要がある。財務書類

の体系については、貸借対照表、資金収支計算書、行政コスト計算書及び純資産変動計算書

からなり、様式については、次表（図表 4-3.）のとおりである。 
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図表4-3. 財務書類の体系（4 表形式）

出典；総務省「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会(第 1 回)」資料 2-2、P32 

なお、行政コスト計算書及び純資産変動計算書については、先行自治体における財務書類

の活用例を踏まえて、行政コスト及び純資産変動計算書を結合した計算書としても差し支

えないもの（図表 4-4.）とされた。 

また、個々の財務書類の相互関係は同表の矢印で示されている。 
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図表4-4. 財務書類の体系（３表形式）

出典；総務省「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会(第 1回)」資料 2-2、P33 

財務書類の作成基準日は、会計年度末(3 月 31日)とする。ただし、出納整理期間中の現金

の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とする。このように、財務書類

は、出納整理期間を存続した補完的性質をもつものである。すなわち、出納整理期間中の取

引は、次期の取引とすべき有力な考え方もあるが、自治体の会計の継続性と、何よりも出納

整理期間制度の廃止には、財政関係法の改正と自治体利害関係者の理解が必要であること

及び実際の会計取引の比率から現行の財政処理を許容することとなったものである。 

財務書類の主な項目の処理について、売却可能資産については、資産科目別の金額及びそ

の範囲を注記する。売却可能資産は、原則として基準日時点における売却可能価額をもって

注記する。インフラ資産に係る減価償却については、実務的には、例えば道路資産の構成部

分ごとの把握が困難な場合もあることから、簡便的な減価償却の方法として、道路等の類似

した一群の資産を一体として総合償却するような償却方法も認める。既に取替法を選択し

ている地方公共団体に関しては、今後も取扱いを継続することは妨げないとされている。す

なわち、現行基準において開示されている売却可能資産の表示については、これを削除する

こととしたが、これら情報の有用性から注記としたものである。 

有形固定資産は、「事業用資産」、「インフラ資産」及び「物品」に分類して表示する。

事業用資産の開始貸借対照表の価額の測定については、取得原価が判明しているものは、原

則として取得原価とし、取得原価が不明なものは、原則として再調達原価とする。また、開
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始後は、原則として取得原価とし、再評価はしない。インフラ資産の開始貸借対照表の価額

の測定については、取得原価が判明しているものは、原則として取得原価とし、取得原価が

不明なものは、原則として再調達原価とする。ただし、道路等の土地のうち、取得原価が不

明なものについては、原則として備忘価額 1円とする。これは、実務の実施可能性と比較可

能性の観点からである。統一基準としては、全自治体の実施可能性と有用性を考慮して、取

得原価による表示を原則としたものである。しかし、道路等の土地については、自治体全体

の取得原価の測定資料の保全状況及び地方債の償還期限から、特定の時期(昭和 59 年)以前

のものは、備忘価額 1 円で統一された。しかし時価等を注記することは妨げられない。な

お、減損会計については、各自治体の実施可能性を考慮し、今後の検討課題とされた。 

退職手当引当金は、退職手当のうち既に労働提供が行われている部分について、自治体に

おける実施可能性から、期末要支給額方式で算定したものを計上する。損失補償等引当金

は、履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上するとともに、同額を臨時損

失(損失補償等引当金繰入額)に計上する。引当金の計上は、企業会計における負債性引当金

要件に準拠される。 

また満期保有目的以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、基準日時点に

おける市場価格をもって貸借対照表価額とし、この市場価格での評価替えに係る評価差額

については、洗替方式により、純資産変動計算書の資産評価差額として計上する。有価証券

の評価は、企業会計の評価基準に準拠される。  

純資産は、純資産の源泉(ないし運用先)との対応によって、その内部構成を「固定資産等

形成分」及び「余剰分(不足分)」に区分して表示する。すなわち、純資産変動の表示を最低

必要な固定資産等形成分のみとし、財源表示については簡便な様式による付属明細書で作

成されることとなった。 

行政コスト計算書は、「経常費用」、「経常収益」、「臨時損失」及び「臨時利益」に区

分して表示する。 

純資産変動計算書は、会計期間中の地方公共団体の純資産の変動、すなわち政策形成上の

意思決定またはその他の事象による純資産及びその内部構成の変動(その他の純資産減少原

因・財源及びその他の純資産増加原因の取引高)を明らかにすることを目的として作成する。

純資産変動計算書は、「純行政コスト」、「財源」、「固定資産等の変動(内部変動)」、「資

産評価差額」、「無償所管換等」及び「その他」に区分して表示する。財源は、「税収等」

及び「国県等補助金」に分類して表示する。税収等は、地方税、地方交付税及び地方譲与税

等をいう。このように行政コスト計算書によって実施した純行政コストを識別し、次に財源

でどれ程賄われたか、そしてその結果、純資産がどのように変動しているかによって世代間

の公平性等を認識しようとしている。但し、財源仕訳は行わないこととされ、フローの財源

については附属明細書を作成することとされた。すなわち、地方公共団体の財務書類は、パ

ブリックアカウンタビリティ履行の目的と完全開示と世代間の公平性を目指すことを意図
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したものであり、一方において財務書類の活用を目指す方向とも合致するということであ

った。 

資金収支計算書は、「業務活動収支」、「投資活動収支」及び「財務活動収支」の三区分

により表示する。これにより、地方公共団体における各活動の財源と支出の対応が明確とな

り、区分収支により企業会計と同様のキャッシュフロー状況が明瞭となるのである。 

このようなすべての地方公共団体に適用する新たな基準に基づく財務書類の整備にあた

っては、財務書類の作成に必要な情報を備えた補助簿として固定資産台帳を整備すること

の必要性を強調している。固定資産台帳の状況は、各自治体によって区々であり、これを標

準的に統一化することなくしては、適正な、より精緻な財務書類の作成は出来ないのであ

り、一方では小規模自治体の負担も考慮した台帳整備の方法が要領等で示めされる。またす

べての地方公共団体に適用する新たな基準に基づく財務書類の整備にあたっては、複式簿

記を導入する意義を踏まえ、すべての地方公共団体で実施可能な方法によってその導入を

進めていくこととしている。現行においては、複式簿記の方法として、以下のＡ～Ｃがある

として類型を示している。 

Ａ 日々仕訳 

原則として、取引の都度、伝票単位ごとに仕訳を行うもの。 

Ｂ 期末一括仕訳 

日々の取引の蓄積を、期末に一括して仕訳を行うもの(基本的に、伝票単位ごとに仕

訳を行う。) 

Ｃ 期末一括仕訳（簡便作成法） 

 日々の取引の蓄積を、あらかじめ一定の予算科目単位ごとに集計して組替え、期末に

一括して仕訳を行うもの。 

かくして今後すべての地方公共団体において複式簿記を導入するにあたっては、複式簿

記の導入の意義を踏まえると、日々仕訳を行う方法が望ましいものの、事務負担や経費負担

等を勘案し、上記の①が満たされ、②にも資するものであれば、期末に一括して仕訳を生成

する方法も差し支えないこととしている。平成 18 年以降各自治体において財務書類作成の

準備や作成が行われているが、完全な複式簿記導入は、僅少な自治体のみであり、このこと

から原則的にはＡ方式であるが、Ｂ、Ｃも許容されることになる。またＩＣＴシステムの導

入についても、各自治体が既に実施しつつあり、システムの仕様の統一を目指して進められ

ることとなる。 

以上のように、新地方公会計基準の統一に向けたプロセスが進行しており、さらに「財務

書類作成の実務要領」及び「Ｑ＆Ａ集」の設定が平成 27 年 1 月になされている。 

ここにおいて公会計理論上から識別すべき、かつ今後の検討すべき論点として特に新基

準で重視した項目とその趣旨は、下記のとおりである。 

①標準的統一化、優位性、わかりやすい開示⇒基準は、常時修正改訂されていくものであ

り、現時点での他会計基準の動向も踏まえ、最も優位性の高いかつ一般住民にわかりやすい
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開示を目指している。 

②資産評価⇒地方公会計で最も重要性の高い基準が固定資産の評価であり、これは 行

政成果の測定に関係するものであり、実施可能性と客観性の最も高い取得原価とされた。 

③財務書類の様式⇒開示すべき財務書類の体系は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資

産変動計算書、資金収支計算書であり、3 表・4 表形式が設定された。 

④税財源の配分・税収⇒財務書類作成の目的は、税収の税財源の配分過程を明示すべきと

され、世代間の公平性の指標ともなるのであり、税収は、従来通りの純資産変動計算書に掲

記される。 

⑤決算統計情報⇒従来の改訂モデルの基礎となる決算統計情報は、原則として使用しな

いこととされ、各取引の識別を基本とする。 

⑥報告主体⇒地方公共団体・一部事務組合・広域連合・地方独立行政法人・地方三公社・

第三セクター等を包含する。 

⑦すべての経済資源・資産負債アプローチ・予算規律⇒地方公会計の対象となる財務書類

上の構成要素は、地方公共団体のすべての経済資源であり、資産負債アプローチをとる。 

⑧実質優先主義・信頼性⇒財務書類の質的要件は、理解可能性から始まるが、実務上の処

理においては、信頼性との関連で実質・実態を優先すべきとされる。 

⑨純資産と変動・世代間の資源配分⇒地方公共団体に求められる財務業績は、財政状態・

費用収益・資金収支と世代間の資源配分を示す純資産の変動である。 

⑩純行政コスト⇒地方公会計で求められる財務業績は、経常費用・経常収益・臨時損失・

臨時利益から算出される純行政コストが、税財源で賄われたかどうかである。 

⑪出納整理期間⇒財政的手法である出納整理期間については、これを前提とした地方公

会計であり、出納整理期間中の現金の受払い等の終了した後の計数とされた。 

⑫固定資産等形成分・余剰分(不足分)・財源情報・支出フローの財源情報⇒従来のモデル

による詳細な財源情報は廃止し、固定資産等の変動のみを開示し、明細表でフローの財源情

報を開示することとなった。 

⑬特定の時期(昭和 59 年度以前)・備忘価額 1 円⇒有形固定資産等の評価基準は、原則、

取得原価とするが、不明のものは再調達原価であり、道路等の土地は、地方債の償還期間の

30 年を援用して昭和 59 年度以前は、備忘価額 1円に統一された。 

⑭投資損失引当金・徴収不能引当金・退職手当引当金・損失補償等引当金・貸倒引当金・

賞与引当金⇒各種の引当金の設定が必要とされた。 

⑮性質別行政コスト・セグメント(行政目的別行政コスト)⇒従来の行政目的別行政コスト

の開示は、財務書類本表では行わず、明細表で行うこととされる。 

⑯業務活動収支⇒資金収支計算書は、資金の獲得と利用を示すもので、業務活動・投資活

動・財務活動の三区分とされた。 

⑰連結対象団体、対象会計、特定関連会社、全部・比例連結、他団体出資分、法定決算書

類の読み替え⇒連結財務書類作成のためには、これらの項目による取扱要領が規定された。 
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⑱台帳整備済・中⇒既に台帳が整備済又は整備中で、基準モデル等に基づいて評価されて

いる場合は引き続き許容されるとしている。 

⑲システム提供⇒統一的な基準による地方公会計の整備に係る標準的なソフトウエア

を、平成 27 年度に総務省より無償で提供される予定である。 

⑳モデル変更点、基準モデル、改訂モデル⇒報告主体、財務書類の体系、貸借対照表項目

等の主な変更点に注目しておく必要がある。 

新地方公会計基準の実務適用の課題としては、以下のとおりとなる。 

研究会及び両部会においては、現行の現金主義会計による予算・決算制度を前提とした上

で、議論を進めてきたが、公会計の理論及び実務は、今後、一層進展していくものと考えら

れるとし、今後、国際公会計基準の動向や、国の公会計基準の位置付け等に変更がある場合

には、その時々の状況に応じて、これまでの議論も踏まえた上で、基準は絶えず充実・改善

を図っていく必要があるとしている。説明責任の履行や財政の効率化・適正化につながる適

切な財務書類を作成するための、さらには財務書類を分析してマネジメントに活用するた

めの、職員等の人材育成が重要であり、継続的な教育が必要である。また、複式簿記等の知

識・ノウハウを有する職員が育成されることにより、地方公営企業を含めた地方公共団体内

部の会計処理体制の充実・強化を図ることが可能となる。連結等の財務書類の作成に関して

は、要領等において整理する必要があるとしている。要領等で明確に示されるべき主な項目

として、①開始Ｂ／Ｓの作成方法、②既存団体の取り扱い、③取得価額不明時の判定、④評

価単位、⑤要領等の手引きとしての充分性、⑥耐用年数、⑦決算統計の利用方法、⑧売却可

能資産の範囲、⑨付属明細書の様式等がある。すなわち、公会計基準の統一のための納税者・

市民へのパブリックアカウンタビリティからの我が国における地方自治制度における諸課

題の解決の方向を、今後においてパラダイムの変革への道程としてとらえなければならな

いことの識別を意味する。 

新地方公会計基準の適用のロードマップは、次表（図表 4-5.）のとおりであり、同時に地

方公営企業会計基準の適用もほぼ同時期に進行するものと思われる。地方公共団体のパブ

リックアカウンタビリティを遂行するために前述した諸課題をのりこえて、基準の統一性

とこれによる比較可能性の向上そしてこれらを推進する全地方公共団体における公会計発

展の実施可能性を、要領・マニュアル・Ｑ＆Ａや財務書類等の活用の手引を整備しつつ、実

現してゆくことが望まれている。このことは、例えば、イギリスの地方自治体の会計基準に

おける財務諸表の目的は、①行政サービスコストの算出、②調達の財源、③資産・負債の残

高とされ、我が国の求める統一的公会計基準と軌を一としている。
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図表4-5. 今後の地方公会計の整備促進について

出典；「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」（平成 27 年 1 月総務大臣通

知） 

参考資料『統一的な基準による地方公会計の整備促進について』 

このような地方公会計基準統一による利用者に有用な財務書類が開示される場合には、

企業会計の財務諸表監査と同じように財務公監査の実施の要請が出てくることになろう。 

1.41.41.41.4 統一的な基準による地方公会計の整備促進について 

平成 27 年 1 月 23 日に、約 4 年半をかけた地方公会計基準の統一的な財務書類作成基準

とそのマニュアルの公表によって、下記の総務大臣通知が発出された。 

『地方公会計については、これまで、各地方公共団体において財務書類の作成・公表等に

取り組まれてきたところですが、人口減少・少子高齢化が進展している中、財政のマネジメ

ント強化のため、地方公会計を予算編成等に積極的に活用し、地方公共団体の限られた財源

を「賢く使う」取組を行うことは極めて重要であると考えております。 

今後の地方公会計の整備促進については、「今後の地方公会計の整備促進について」（平

成 26年 5月 23 日付総務大臣通知総財務第 102 号）のとおり、平成 26年 4 月 30 日に固定

資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準を示

したところです。その後、「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」を設置して議

論を進めてきましたが、平成 27 年１月 23 日に「統一的な基準による地方公会計マニュア
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ル」を取りまとめております。当該マニュアルにおいては、統一的な基準による財務書類の

作成手順や資産の評価方法、固定資産台帳の整備手順、連結財務書類の作成手順、事業別・

施設別のセグメント分析をはじめとする財務書類の活用方法等を示しております。 

つきましては、当該マニュアルも参考にして、統一的な基準による財務書類等を原則とし

て平成 27 年度から平成 29 年度までの３年間で全ての地方公共団体において作成し、予算

編成等に積極的に活用されるよう特段のご配慮をお願いします。 

特に、公共施設等の老朽化対策にも活用可能である固定資産台帳が未整備である地方公

共団体においては、早期に同台帳を整備することが望まれます。 

なお、統一的な基準による財務書類等を作成するためには、ノウハウを修得した職員の育

成やＩＣＴを活用したシステムの整備が不可欠であり、平成 27年度には関係機関における

研修の充実・強化や標準的なソフトウェアの無償提供も行う予定です。また、固定資産台帳

の整備等に要する一定の経費については、今年度から特別交付税措置を講じることとして

おります。（以下略）』 

これにより、全国の地方自治体はこれらの基準に準拠した統一的な財務書類を、原則、平

成 30年３月末までに作成することが求められることとなった。 

1.51.51.51.5 従来と新統一基準との比較 

今回の新地方公会計基準と他のモデルや基準との比較表は図表 4-6.である。 

図表4-6. 公会計基準・モデル比較表

出典；総務省資料「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」(第 1回)資料２－２ 
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2222 地方公営企業会計基準の展開の論点 

2.12.12.12.1 地方公営企業会計基準の改定と論点 

 地方公営企業は、地方公共団体の一経営領域であり、前述の地方公会計基準統一基準に

よる連結財務書類作成のための連結対象団体であり、地方公営企業法の財務規定すなわち

地方公営企業会計基準を適用した特別会計で行われる場合（法適）と、一般会計で行われる

場合（非適）とがある。 

地方公営企業会計制度等研究会報告書による基準の改定に当たっては、これからの地方

公営企業にふさわしい会計制度のあり方を検討する必要があるとし、現行制度の課題を整

理するとともに、企業会計基準の最近の動向や地方独法会計基準の見直しを踏まえ、地方公

営企業会計制度について、昭和 41 年以来の大幅な見直しの検討が行われたものである。  

その目的は、 

①企業会計原則を最大限取り入れたものとすること

地方公営企業の特性も踏まえ、適時適切に反映、見直しを行っていくことが適当である。

また一方、企業会計の特殊性を識別することとなる。 

②地方公営企業の特性等を適切に勘案すべきこと

地方公営企業は、民間企業と異なり料金収入だけで収支均衡が図られるのではなく、公益

性の強さに応じて税負担が求められるところがある。 

③地域主権の確立に沿ったものとすること

地方公共団体における地方公営企業経営の自由度の向上を図る観点から、資本制度等の

見直しを行い、現在、財務規定等が適用されていない公営企業等について、新たに地方公営

企業会計を適用すべきことを検討するとしたものである。すなわち、地方公営企業は民間企

業と類似性があるものの、その程度は公営企業の業務内容により異なるものであるが、対価

性のある使用料や料金等の収益が発生することとなるので、民間企業会計基準を援用する

こととなっている。会計基準の改定内容としては、下記のとおりとなった。 

(1)借入資本金

①借入資本金を負債に計上する。なお、１年以内に返済期限が到来する債務は、流動負債

に分類する。 

②負債計上に当たり、建設又は改良等に充てられた企業債及び他会計長期借入金につい

ては、他の借入金と区分する。 

③負債のうち、条例に後年度一般会計負担分について定めがある場合には、その旨注記す

る。すなわち、借入資本金の当初の意図は、資本的性格を帯びたものでものとのことであ

ったが、負債性の認識としたものであった。 

(2)補助金等により取得した固定資産の償却制度等

①任意適用が認められている「みなし償却制度」は廃止する。

②償却資産の取得に伴い交付される補助金、一般会計負担金等については、「長期前受
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金」として負債(繰延収益)に計上した上で、減価償却見合い分を、順次収益化する。 

③既取得資産に係る経過措置として、国庫補助事業等の単位毎に取得資産をグルーピン

グし、当該単位により総合償却を行う簡便な処理方法により移行処理できることとする。

なお、簡便な処理方法によっても移行処理が困難と判断される場合には、なお従前の例に

よることができることとする。 

④建設改良費等企業債に係る元利償還金に対する繰入金については、毎年の元金償還に

係る繰入額と減価償却の乖離が大きい地方公営企業は、「長期前受金」として計上した上

で、減価償却に伴って収益化することとし、当該乖離が大きくない地方公営企業にあって

は全額その年度に収益として計上することができることとするのが適当とされた。すな

わち、補助金等で取得したものであっても行政サービスのために費消された資産の費用

化は、フルコスト計算のためにも必要とされるものであり、全部償却が求められたもので

ある。この費用対応に対応して補助金は収益化されることとなり、収益化されるまでは繰

延収益としての性格から、「長期前受金」として負債計上されたものである。 

(3)引当金

①退職給付引当金の引当てを義務化する。

②退職給付引当金の算定方法は、期末要支給額によることができることとする。

③一般会計と地方公営企業会計の負担区分を明確にした上で、地方公営企業会計負担職

員については引当てを義務付ける。 

④計上不足額については、適用時点での一括計上を原則とする。ただし、その経営状況に

応じ、当該地方公営企業職員の退職までの平均残余勤務年数の範囲内（ただし、最長 15

年以内とする）での対応を可とする。なお、その内容は、注記する。 

⑤退職給付引当金を以外の引当金についても、引当金の要件を踏まえ、計上するものとす

る(例：賞与引当金、修繕引当金)。すなわち、引当金については、企業会計における負債

性引当金の要件を具備したものが計上される。 

(4)繰延資産

基本的な方針としては、企業会計に準じて、新たな繰延資産への計上を認めず、ただし、

事業法において繰延資産への計上を認められているものについては引き続き繰延資産への

計上を認めることとすることとなった。 

(5)たな卸資産の価額

①たな卸資産の価額については、時価が帳簿価額より下落している場合には当該時価と

する、いわゆる低価法を義務付ける。 

②事務用消耗品等の販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき貯蔵品

等、当該金額の重要性が乏しい場合には、時価評価を行わないことができるものとする。

すなわち、企業会計上のたな卸資産と同様の処理となる。 

(6)減損会計

基本的な方針は、地方公営企業会計に、公営企業型地方独法における減損会計と同様の減
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損会計を導入することとされた。地方独立行政法人に既に減損会計が導入されており、同様

の処理を行うこととされたのである。 

(7)リース取引に係る会計基準

①地方公営企業会計にリース会計を導入する。

②中小規模の地方公営企業においては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理

を行うことができるものとする。なお、この場合は、未経過リース料を注記することとす

る。 

(8)セグメント情報の開示

①地方公営企業会計に、セグメント情報の開示を導入する。

②セグメントの区分は、事業単位の有無も含め、各地方公営企業において判断することと

し、企業管理規程で区分方法を定める。なお、法第 17条の 2 第 1 項第 1号の経費に係る

事業について、P/L で区分していない場合は、必要に応じ、セグメント情報として開示す

るものとする。 

③開示すべきセグメント情報は、セグメントの概要、事業収益、事業損益、資産、負債、

その他の項目とする。 

業務上の効率性、有効性の分析にはセグメント制や事業部制の損益の算定が不可欠で

あり、状況に応じてより精細なセグメント別情報を必要とする。 

(9)キャッシュ・フロー計算書

①キャッシュ・フロー計算書の作成を義務付ける。

②現行の資金計画書は廃止する。

③キャッシュ・フロー計算書における「資金」は、貸借対照表における「現金・預金」と

同定義とする。すなわち、企業会計上のキャッシュ・フローの状況を把握することを求め

ている。 

2.22.22.22.2 地方公営企業会計基準の適用の論点 

上記の報告書を受けて地方公営企業を巡る環境が変化する中で、持続的な経営を可能と

するため、特に重要と考えられる財務規定等の適用範囲（現行制度は図表 4-7.のとおり）の

拡大について検討することとし、財務規定等の適用が求められる背景・意義や事業毎の地方

公営企業の現状、財務規定等の適用範囲の拡大に対する地方公共団体の認識や懸念を整理

するとともに、適用範囲の拡大にあたっての課題・対応を整理し、財務規定等の適用範囲の

拡大についての今後の考え方が整理された。 

財務規定等の適用範囲の拡大の意義は、①損益情報・ストック情報の把握による適切な経

営方針・経営計画の策定、②企業間での経営状況の比較、③経営の自由度向上による経営の

効率化とサービス向上、④住民や議会によるガバナンスの向上、⑤企業会計に精通し経営マ

インドを持った人材の育成である。すなわち、今後の地方公営企業会計基準の改正に応じて

これを適用する地方公営企業が増加することによって経営の改善とその開示の充実によっ
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て市民へのパブリックアカウンタビリティ（public accountability）を向上させることが必須

である。そこで法非適の地方公営企業においても公営企業会計基準の適用に向けた方向が、

特に簡易水道事業と公共下水道事業への財務規定等の適用が示され、ここでの適用上の実

務的課題を取り除くためのマニュアル作りの実務研究会が開催されることとなった。そこ

では具体的な、かつ、小規模企業にも適用可能な固定資産台帳の整備から適用までのマニュ

アルが設定された。検討の結果、最終的な法適用の拡大は簡易水道事業と公共下水道事業に

ついてとなった。 

図表4-7. 各公営企業における法適用事業の範囲

出典；総務省「公営企業の経営のあり方に関する研究会」（平成 28 年 5 月） 

資料３『公営企業の現状と最近の動き』 

地方公営企業会計基準の実務適用の課題、すなわち地方公営企業法の財務規定等の適用

範囲の拡大に当たっての課題とその対応を整理すると以下のとおりとなる。 

①移行体制に係る支援の強化

②財政的支援の強化

③固定資産をはじめとする会計情報の整備

財務規定等の適用は、官庁会計から企業会計への会計手法の変更であることから、法適用

時の固定資産をはじめとする会計情報の整備はもとより、適用後の地方公営企業の経営を

行う基礎となる予算編成を的確に行うことが重要である。固定資産情報の整備については、

①課題の整備として固定資産情報の整備手法を検討する必要があるのではないか。②検討

として整備事業実施段階から固定資産台帳を整備することは可能であり、移行作業をスム

ーズにするため、固定資産情報の整備手法を早期に提示する必要がある。③対応策の方向性

として固定資産情報の整備・台帳整備には、一定程度の費用や手間がかかることが想定され
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ることを前提に、上記の論点等を踏まえ整備手法を検討し、法適用時マニュアルなどでその

手順を示す必要があるとされた。 

そして、ここにおいて地方公会計統一基準における固定資産台帳作成基準との調整が必

要となったのである。 

④十分な移行期間の確保

⑤小規模事業・小規模団体への対応

⑥地方公共団体の懸念に対する見解

一般会計からの繰入制限に関する懸念と経費回収率の考え方について、団体側の懸念が

あるのでこれに対応しなければならない。この他、台帳の記載項目の内容、取得財源の内訳、

不明（時期、価額）資産の取扱い、地方公会計との関連等がある。 

すなわち、これらの課題の整理は地方公営企業の行政サービス性（公共性）と事業ビジネ

ス性（収益性）との乖離の程度によって、地方公会計基準と企業会計基準との同質性と異質

性を識別させることを推進することを意味する。 

2.32.32.32.3 地方公営企業会計基準財務書類の活用の方向性 

(1) 今後の財務規定等の適用範囲の拡大に関する考え方

①財務規定等の適用の必要性

地方公営企業を継続して経営し、住民生活に必要不可欠なサービスを持続的に提供して

いくためには、規模の大小を問わず、中長期的な視点による経営計画の策定、施設等の更新

も含めた建設改良計画の策定、将来必要な投資経費を踏まえた適正な料金算定等を行わな

ければならない。地方公共団体が提供する住民サービスを将来にわたって継続するため、経

営状況を踏まえて的確な経営改善や経営判断を行い、より機動的で柔軟な経営を行うこと

により、地域を挙げて地方公営企業の経営の質と効率性を向上させることが期待されるこ

とから、基本的にすべての事業に対して地方公営企業法の財務規定等を適用する必要性が

認められることになり、経営戦略策定上も必須ということになろう。 

②財務規定等、地方公営企業会計による会計情報の活用

地方公営企業においては、地方公営企業法の財務規定等や地方公営企業会計基準の適用

による意義や効果に関する理解を深めるとともに、資産管理など実際の日常の企業経営や、

施設等の更新投資計画などの中長期的な経営戦略や経営計画の策定・見直しなどにおいて、

法適用により得られる会計情報や幅の広がる経営行動領域などの経営資源をいかに活用す

るか検討すべきであるとされた。これにより地方公営企業会計基準を見直し、損益や資産・

負債に関する財務状況を的確に把握できるようになったことを踏まえ、現在上水道・下水道

事業において提供している経営指標についてより実践的な活用方法を示すことのほか、新

たな財務分析指標や非財務的指標と連携した業績評価の考え方の導入も可能となり、投資

計画策定における財務情報の活用方法を検証的行うべきであろう。 

(2) 経営戦略の策定及び経営比較分析表の策定
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経営戦略の「イメージ」は安定的に事業を継続していくために、「投資試算」（施設・設

備投資の見直し）等の支出と「財源試算」（財源の見直し）を均衡させた「投資・財政計画」

（収支計画）が中心であるとされた。更新・老朽化対策には、高資本費対策を含めた実体資

本（資産）維持会計による将来の更新・維持に資する実体維持減価償却計算が原則として求

められる。しかし、経過的には民間企業会計と同様に内部留保のための償却計算も検討され

る。また、同時に経営指標を「経営比較分析表」としてとりまとめて将来の見直しや課題へ

の対応の検討等に活用すべきであり、平成 28 年 6 月から開始された総務省の「公営企業の

経営のあり方に関する研究会」との検討が始まっている。 

研究会では、今年度末を目指して、廃止、民営化、広域化、民間活用としてのＰＦＩやコ

ンセッションを含めた経営手法の導入のスキームとその判断のための収益性、持続可能性、

財政的リスク等の指標の設定に向けた検討が実体的に進められている。 

以上、会計基準等の改定の趣旨及び法適化の内容及び今後の進め方を示した（図表 4-8.）。

そしてこれらによって自治体全体及びセグメント別や施設別に行政成果や業績、ストック

の状況等がつまびらかとなり、かつ、活用の幅も広がり、自治体のパブリックアカウンタビ

リティの履行に大きな前進となる。

図表4-8. 会計基準の適用の工程表

出所；総務省経済・財政一体改革委員会 制度・地方行財政ワーキンググループ（第３

回）説明資料 
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3333 地方公会計統一基準財務書類活用の方向性 

平成 27 年 1 月に公表した「財務書類の活用について」（総務省）によると、次のとおり

その方向性について言及している。 

3.13.13.13.1 行政内部での活用（マネジメント目的） 

(1) マクロ的視点の活用

①財政指標の設定

公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっているが、決算統計や地方財政健全化法に

おける既存の財政指標では、資産の老朽化度合いまでを把握することはできない。貸借対照

表を作成することで、有形固定資産のうち償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額

の割合を算出し、資産老朽化比率として把握することができる。資産老朽化比率を算出する

ことにより、団体の資産全体としての老朽化度合いを把握することができ、予算編成につな

げることも期待できる。 

また、住民一人当たり資産額や歳入額対資産比率といった資産形成度に係る指標を設定

し、 資産の適正規模等も含めた幅広い検討を行うことができる。併せて、世代間公平性や持

続可能性（健全性）、効率性、弾力性、自律性に係る指標を設定することによって、より多角的

な視点からの分析を行うことが可能となる。さらに、決算統計や地方財政健全化法における既

存の財政指標等も組み合わせることによって、例えば、将来負担比率が低くても資産老朽化

比率が高ければ、老朽化対策の先送りという将来負担が潜在している可能性など、総合的な

分析を行うことができる。 

②適切な資産管理

固定資産台帳には公共施設等の耐用年数や取得価額等が記載されており、将来の施設更

新必要額を推計することができる。このように、公共施設等の老朽化対策や将来の施設更新

必要額という数値データで「見える化」することにより、庁内だけでなく、広く住民や議会

も巻き込んで課題を共有することができる。また、公共施設等総合管理計画の充実・精緻化

に活用することで、公共施設等の更新時期の平準化や総量抑制等の適切な更新・統廃合・長

寿命化を行うことにもつながる。なお、将来の施設更新必要額は、法定耐用年数等に基づく

ものであるため、個々の公共施設等の老朽化対策に当たっては、実際の損耗状態、過去の修

繕履歴等を踏まえる必要がある。 

(2) ミクロ的視点の活用(セグメント分析)

①予算編成への活用

財務書類等を管理会計的なマネジメント・ツールとして予算編成に積極的に活用し、限ら

れた財源を「賢く使うこと」は極めて重要である。施設の統廃合、受益者負担の適正化、行

政評価との連携についても、予算編成への活用につなげ、その他にも、施設建設に係る予算

編成過程において、建設費用だけでなくランニングコストも踏まえた議論を行い、施設別行

政コスト計算書を試算して審査資料として活用し、直営の場合と民間委託の場合でそれぞ
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れ試算した事業別・施設別の行政コスト計算書等を比較して民間委託の検討に活用するこ

となどができる。また、初年度にはある程度のコストが掛かるものの、中長期的にはコスト

の縮減につながることが施設別行政コスト計算書等の試算によって「見える化」するものに

ついて、首長等が、通常の予算要求枠とは別途の予算要求特別枠を設定し、財務書類等を予

算編成に活用するという意識を醸成していく。 

②施設の統廃合

公共施設等総合管理計画の具体的な個別施設の統廃合を検討するに当たっては、施設別

の行政コスト計算書等を作成してセグメント分析を実施することが有効である。施設別の

行政コスト計算書等を作成することにより、利用者一人当たりのコストを把握することが

でき、例えば、データを並列することにより、どの施設が高コストなのかが一目瞭然となる。

もっとも、施設の統廃合に当たっては、このようなコスト情報だけでなく、施設別コスト情

報の「見える化」を契機として、統廃合に向けた議論が広く住民や議会を巻き込んだ形でな

されることが期待される。公共施設等の統廃合を検討するに当たっては、ＧＩＳを活用し

て、エリアマーケティングの考え方を用いた分析を行うことも考えられる。 

③受益者負担の適正化

使用料・手数料等については、当該施設の維持管理費や減価償却費、当該サービスに要す

る経費等を基礎として算出されるべきものだが、行政コスト計算書を活用して使用料・手数

料等の改定につなげることもできる。具体的には、事業別・施設別の行政コスト計算書を作

成することで、減価償却費や退職手当引当金等も含めたフルコストで利用者一人当たりの

コストを算出し、当該データを使用料・手数料等の改定の基礎データとすることができる。

なお、使用料・手数料等の算定に係る受益者負担割合は、施設やサービス等の性質によって

異なるべきものであることから、施設やサービス等の類型ごとに受益者負担 割合を設定す

ることも考えられる。 

④行政評価との連携

行政コスト計算書はフルコストを計上するものであり、事業別・施設別の行政コスト計算

書等を行政評価と連携させることにより、フルコスト情報に基づいたより精緻な行政評価

が可能となる。なお、行政評価については、評価結果を予算編成に上手く結び付けることが

重要であり、最初から全ての事業別・施設別の行政コスト計算書等を網羅的に作成するので

はなく、段階的に対象範囲を拡大していくといった工夫も有効である。 

⑤人件費等の按分基準の設定

①から④までのようなセグメント分析を行うに当たっては、人件費や減価償却費、地方債

利子等を各事務事業に適切に按分することで、より正確なコストによる精緻なセグメント

分析を行うことができる。ただし、人件費等の按分をあまりにも精緻に行うことにより、過

度の事務負担もあり、セグメント分析の趣旨・目的に照らしながら、一定程度の事務作業の

簡素化に務めることも重要である。 
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3.23.23.23.2 行政外部での活用（アカウンタビリティの履行目的） 

(1) 住民への公表や地方議会での活用

地方公共団体の財務書類を公表するに当たって、最も重要な点は、財務書類の利用者にと

って「理解可能なものであること」である。地方公会計による開示情報の受け手は、地方財

政や会計に関する一定の知見を有するとは限らないため、企業会計における投資家や債権

者等のような理解可能性を前提とすることができない。まず、財務書類はわかりやすく公表

することが重要であり、財務指標の設定や適切な資産管理、セグメント分析を情報開示にも

活用し、財務書類そのものについても、要約した上でわかりやすい説明を加えるといった工

夫が考えられる。また、地方公共団体の財務状況に関する説明責任は、住民とともに議会に

対しても果たさなければならない。現行制度においては、地方公共団体の長は、歳入歳出決

算を議会の認定に付する際、当該決算に係る財務書類についても、 決算を認定する議会に併せて

提出することが考えられる。これにより、議会における 地方公共団体の財務状況に関する

審議を深めることができ、議会審議の活性化につながる。 

(2) 地方債ＩＲへの活用

地方債の借入先については、市場公募債と銀行等引受債の発行割合が増加し、資金調達手

段の多様化が進んでいる。市場公募債については、積極的にＩＲ説明会が実施されている。

財務書類は、発行団体はこれをＩＲ説明会の基礎資料として活用することで、 地方債の信用

力の維持・強化を図ることが期待される。 

(3) ＰＰＰ／ＰＦＩの提案募集

財政負担を極力抑えつつ公共施設等の効果的かつ効率的な整備・運営を行っていくため

には、民間の資金・ノウハウを活用したＰＰＰ／ＰＦＩの導入も有効な選択肢の一つであ

る。セグメント分析を活用した予算編成や行政評価等によってＰＰＰ／ＰＦＩの導入が進

んでいくことが考えられ、固定資産台帳を公表することでＰＰＰ／ ＰＦＩに関する民間事

業者からの積極的な提案につなげていくことも期待される。なお、ＰＰＰ／ＰＦＩに関する

民間事業者からの提案が積極的になされるためには、 固定資産台帳に利用状況やランニン

グコストといった記載項目の追加を検討することも重要であり、関連分野の地域企業を地

域金融機関が積極的にコーディネートしていくことも期待される。 

3.33.33.33.3 財務分析の視点 

財務書類の分析に当たっての視点は図表 4-9.のとおりとなる。 
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図表4-9. 財務書類分析の視点

出典；総務省資料 統一的な基準による地方公会計マニュアル「財務書類活用等の手引

き」 

3.43.43.43.4 財務書類の活用方策 

財務書類の行政内部・外部での活用方策は次表（図表 4-10.）のとおりである。 
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図表4-10. 財務書類の活用方策事例

出典；総務省資料 統一的な基準による地方公会計マニュアル「財務書類活用等の手引

き」 

3.53.53.53.5 地方公会計の活用のあり方 

平成 28 年 4 月から総務省に「地方公会計の活用のあり方に関する研究会」が設置され、

検討が開始されている。これに先立ち、マニュアルの公表と同時に地方公会計に係る標準的

なソフトウェアを開発し、地方公共団体に平成 27 年度中に無償で提供している。 

図表4-11. 地方公会計に係るソフトウェア支援概要

出典；総務省「地方公会計の活用のあり方に関する研究会第１回」(平成 28年 4 月 28 日)
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『参考資料 統一的な基準による地方公会計の整備について』 

同研究会で、活用のための財務書類作成基準の精密化を図っており、Ｑ＆Ａの追加、各種

指標の有用性の検証として、資産老朽化比率や債務償還可能年数の有用な活用方法、減価償

却費計算について長寿命化対策と耐用年数の設定のあり方について検討されている。 

4444 固定資産台帳精緻化と複式簿記導入 

財務書類の活用をより有効にするためには、固定資産台帳の精緻化と複式簿記の導入が

必要である。地方公会計マニュアルには、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」で

統一化を目指しており、その概要は 図表 4-12.のとおりである。 

図表4-12. 資産評価及び固定資産台帳整備の手引きの概要

 

 

 

（（（（１１１１））））有形固定資産の主な評価基準有形固定資産の主な評価基準有形固定資産の主な評価基準有形固定資産の主な評価基準

開始時

開始後 再評価昭和59年度以前 

取得分

昭和60年度以後取

得分

非償却資産 

※棚卸資産を除く
再調達原価 

取得原価 

［再調達原価］ 
取得原価

立木竹のみ 

６年に１回程度

道路、河川及び

水路の敷地 備忘価額１円

取得原価 

［備忘価額１

円］

取得原価 ―

償却資産 

※棚卸資産を除く
再調達原価 

取得原価 

［再調達原価］ 
取得原価 ―

○ 統一的な基準による固定資産等の評価方法や固定資産台帳の整備手順等の実務的

な取扱いを示したもの 

○ 住民等に対する説明責任、PPP・PFI の導入促進といった観点から、固定資産台帳

は公表することが前提 

○ 固定資産台帳には、取得年月日、取得価額、耐用年数等に加えて、長寿命化履歴等

を任意で記載 

＜目次＞ 

Ⅰはじめに Ⅳ固定資産台帳の記載対象範囲 Ⅶ資産の評価基準・評価方法 

Ⅱ固定資産台帳の整備目的 Ⅴ固定資産台帳の記載単位 Ⅷ固定資産台帳の整備手順 

Ⅲ固定資産台帳の記載項目 Ⅵ減価償却・耐用年数等  Ⅸ固定資産台帳の整備後の 

管理手順 
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棚卸資産 低価法 低価法 低価法
原則として 

毎年度

[ ]内は取得原価が不明な場合 

注）基準モデル等で既に評価されている資産については一定の経過措置が講じられてい

る。 

（（（（２２２２））））再調達原価の算出方法（例）再調達原価の算出方法（例）再調達原価の算出方法（例）再調達原価の算出方法（例）

土地 （地目・地区別）地積 × （地目・地区別）平均単価（円／㎡） 

＊平均単価は固定資産評価額を基礎 

建物 延べ床面積 × 構造・用途別単価（円／㎡）  

＊構造・用途別単価は保険金額を基礎 

道路 幅員別道路延長 × 道路幅員別単価（円／ｍ） 

＊道路幅員別単価は工事費実績を基礎 

財務書類活用の最も重要な情報として、施設別の行政コスト計算書とストック情報をよ

り精密に作成しておく必要があり、そのためには総務省から「公共施設等の総合的かつ計画

的化管理の推進について」(平成 26 年 4 月)により求められている同計画策定に当たっての

基本的な次の 7 つの指針に従って進めることとなる。 

①点検・診断等の実施方針

②維持管理・修繕・更新等の実施方針

③安全確保の実施方針

④耐震化の実施方針

⑤長寿命化の実施方針

⑥統合や廃止の推進方針

⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

これらを有効に推進するためには、公共施設管理情報と公会計情報を全一体的に策定を

進めることが必要であり、その際、特に留意する点は次のとおりである。 

(1) 地方公会計マニュアルの記載事項に追加する項目

①詳細な資産区分

②複合施設の利用量

③複合施設の直接コストと共通コストの区分

④共通コストの按分基準

⑤資産または維持補修費の区分

(2) 維持更新費の将来見積り

074



5555 新地方公会計基準により作成された財務書類の公監査のあり方について 

5.15.15.15.1 地方公会計マニュアルにおける監査の位置付けと公監査実施上の論点 

平成 27 年 1 月 23 日付の総務大臣通知「統一的な基準による地方公会計の整備促進につ

いて」とともに公表された「統一的な基準による地方公会計マニュアル」において、新地方

公会計基準により作成した財務書類に関する『監査』に言及した箇所は、「Ｑ＆Ａ集」（平

成 27 年 1 月 23日公表、平成 28 年 5 月最新改訂）が唯一であった。 

かかるＱ＆Ａ集の１．全体編の質問７（以下全て、「Ｑ＆Ａ１－７」と表記する。）では

「作成した財務書類等は、監査委員の審議対象や議会への報告事項となるのでしょうか。」

に対して総務省の回答として、「地方公共団体が作成する財務書類等については、監査委

員による審査や議会への報告が義務付けられているものではありませんが、前者は財務書

類等の正確性・信頼性の確保に資するものであり、後者は地方議会の監視機能の向上に資

するものであるため、いずれも有意義な取組だと考えられます。」としている。 

しかし、上述１．３のように、地方公共団体における地方公会計整備の意義は、「住民や

議会等に対し、財務情報をわかりやすく開示することによるパブリックアカウンタビリテ

ィの履行と、資産・債務管理や予算編成、行政評価等に有効に活用することで、マネジメン

トを強化し、財政の効率化・適正化を図ること」であることから、財務書類等の正確性・信

頼性の確保は、当該地方公共団体自身の活用はもとより、住民、議会、ＩＲ情報利用者等

における議論・検討に必要不可欠なものと考える。 

そこで、当該箇所を端緒として、新地方公会計基準により作成した財務書類に関する監

査、すなわち公監査上の諸論点（監査実施の法的位置付け・先行事例、監査実施時期・監査

実施主体、保証水準など公監査のあり方）について検討することとする。 

5.25.25.25.2 財務書類の公監査に関する地方自治法上の位置付けと先進自治体の事例 

地方自治法上いわゆる官庁会計（一般会計等）による決算報告は、①会計管理者が決算

を調製し、出納の閉鎖後 3箇月以内に証書類等と併せて普通地方公共団体の長に提出し（第

233 条第 1 項）、②長は決算及び前項の書類を監査委員の審査に付し（同条第 2 項）、③併

せて監査委員の審査に付した当該決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会

議までに議会の認定に付す（同条第 3 項）という一連の事務手続が義務付けられ、当該決算

報告は監査委員による監査（地方自治法上では「審査」という用語）が行われている。 

しかし、平成 27年 1月の総務大臣通知やマニュアル公表後も、新地方公会計基準により

作成した財務書類に関する信頼性確保のための監査に関する地方自治法等の規定はなく、

また、現時点で（総務大臣通知では平成 29 年度までに作成することとしているため） 新基

準による財務書類の監査事例は現時点では無い。 

こうした中、既に先進的な地方公共団体の監査委員監査や包括外部監査においては新地

方公会計基準公表以前のモデル（基準）等により作成した財務書類等の正確性を検証して
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いる取組も見られるため、今後の財務書類監査の示唆となり得るものと考える。 

(1) 東京都の事例（監査委員監査）

東京都の定例監査報告書（平成 27 年度）では、「地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項、

第 4 項及び第 7 項に基づき、都の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事

務の執行が、適正・適切に行われているか」について、「都の事務及び事業の全般を対象と

し、あわせて、平成 26 年度東京都財務諸表の作成についても検証した。」とされており、

監査委員の行政監査を含む定期（定例）監査権能のなかで、財務書類（東京都財務諸表）の

監査が行われていることが伺える３。 

「第 4 東京都財務諸表等の監査」の章では、『監査の目的』は「平成 26 年度東京都財務

諸表（貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書、正味財産変動計算書及

び附属明細書）が、東京都会計基準に準拠しているかを検証すること」として、『監査の方

法』として「財務諸表相互間の整合性、前期財務諸表との継続性、歳入歳出決算との整合性、

財産情報システムの残高と貸借対照表残高との整合性、物品管理システムの残高と貸借対

照表残高との整合性並びに、貸借対照表の科目別残高（財産に関する調書との突合、当期増

減の関係書類との照合、減価償却計算などの抽出確認）、決算整理手続（各種引当金等）及

び特異科目の検証」の各種確認を掲げている。 

監査結果に関しては、「財務諸表については、監査を実施した範囲において、東京都会計

基準に準拠して作成されているものと認められる」とした『会計基準への準拠性』が述べら

れている。具体的な監査委員からの意見（検討すべきもの）として、建設仮勘定残高の未精

算や法的義務のある将来の廃棄物処理費用の引当金未計上（27 年度）、資産の登録漏れや

職員向け公会計研修・指導の拡充（22 年度）等が意見として記載されている。  

(2) 大阪府の事例（財務書類の監査委員・議会への提出）

「大阪府財政運営基本条例」では、会計管理者が、財務諸表の作成の基準の制定・公表し

（条例第 25 条第 2 項）、貸借対照表、行政コスト計算書等の財務諸表の作成し知事に提出

する（同条第 1 項）とともに、決算報告（法 233 条）の審査（監査）及び議会の認定の際の

参考に資するものとして、会計別の財務諸表（以下「会計別財務諸表」という。）及びその

他規則で定める書類を監査委員及び議会へ提出すること（同条第 3～4 項）とし、府財政の

透明化の確保を図ることとしている４。 

(3) 包括外部監査として実施している自治体の事例

包括外部監査人は、監査対象団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

のうち自らが必要と認める「特定の事件」を監査するもの（地方自治法 252 条ﾉ 37）である

が、平成 29 年度末までに新基準による財務書類が作成されることを念頭に、「地方公会計

制度において連結財務書類の対象となる団体等」（平成 27 年度北海道５）、財政運営上市

有施設の戦略的配置及び資産の有効活用の推進が求められる「公有財産の管理に関する事務

の執行」（平成 26 年度豊中市６）などがテーマとして少なからず取り上げてきている。ま

た、公有財産に係る同様のテーマの中で当該自治体の新地方公会計の取組状況を確認し
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た上で「開示、進捗状況、人的体制などについて課題を指摘したもの」（平成 27 年度沖縄

市７）等も見受けられた。 

以上、先進事例をみてきたが、全自治体が財務書類作成していく中、本研究会「新地方会

計の実態調査」ではこうした監査の必要性の考え方を自治体に問うているところである。 

5.35.35.35.3 財務書類に関する監査の実施時期と監査実施主体 

新地方公会計基準により作成した財務書類等の作成時期は、財務書類が現行の官庁会計

（現金主義会計）の補完（Ｑ＆Ａ１－１）としての位置付けであり、官庁会計での決算書

類の提出とともに作成・公表し、「次年度予算編成への反映も含めた一層の活用を図るた

めには、例えば、決算年度の翌会計年度の概ね８月末までの作成と、その後の検証を経て
．．．．．．．．．

、

９月末までの公表といった対応が望ましい（Ｑ＆Ａ１―３、傍点は筆者）」と総務省は示し

ている。こうした考え方は、上述の大阪府財政運営基本条例などからも明らかなように、財

務書類の有効活用の点から当然のこととして要請されるものと考えられる。 

まず、財務書類等の作成であるが、総務省は「地方公共団体の事務負担や経費負担を軽減

するため、標準的なソフトウェア開発などの支援策を講じ、特に相当部分が自動仕訳化する

など、作成作業の効率化を図っている８。なお、地方公共団体の決算・予算編成の作業ス

ケジュール等図表 4-13.は下記のとおりであり、タイトなスケジュールであるが、財務書類

の有効活用のためには早期作成・検証が求められる。 

図表4-13. 地方自治体の決算・予算編成の作業スケジュールと監査時期

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

３月末 ５月末 ８月末 ９月末 12 月末 

【地方自治体側】 

  ①官庁会計・決算書類作成 ②決算に関する議会 

出納整理期間 ① ② 

③予 算 編 成 作 業 

 ③ 

注）①～③とも団体・事情により時期は前後する 

④統一的な基準により作成する財務書類等の調製 

④ （Ｑ＆Ａ；作成は８月末が望ましい） 

【監査委員監査】 

Ａ ＊Ａ公営企業・官庁会計決算審査 

Ｂ ＊Ｂ財政健全化法審査 

Ｃ 

＊Ｃ統一的な基準により作成する財務書類等の監査 

（Ｑ＆Ａ；その後の検証を経て
．．．．．．．．．

、
．
公表は９月末が望ましい） 
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仕訳の検証精度が高くなり内部統制に寄与すること、より早期に財務書類の作成・開示が

可能となること等から、日々仕訳が望ましい（「今後の新地方公会計の推進に関する研究会

報告書」（平成 26 年 4 月 30 日公表、295 段落））ものの、事務負担や経費負担等を考慮し、

検証可能かつより細かい単位でフルコスト情報での分析可能を条件に期末一括仕訳による

ことも差し支えないとしている（上記研究会報告書、293､297 段落）。なお、年次のほか月

次や四半期など一定の期間で仕訳処理を行い、財務書類等を作成することも可能とされて

いる（Ｑ＆Ａ２－３）。 

仮に、監査委員が新地方公会計基準による財務書類の監査を行うとした場合、期末一括

仕訳を前提とすると、平成 19 年に導入された財政健全化法審査と重複する部分（例えば、

将来負担比率の構成要素内の審査など）はあるものの、当時から補助職員である監査委員

事務局の人員体制は充実・拡充しておらず（全国都市監査委員会ホームページ「会員実態

調査」９など参照）、Ｑ＆Ａが想定する時期までに「基準に沿って財務書類が作成されて

いるかの検証」は厳しい状況と考えられる。また、包括外部監査では現行地方自治法が単

年度契約により監査人が特定の事件を選定する制度となっていることから、例えばある単

年度集中的に固定資産台帳整備や財務書類作成の一連の手続きも含めて「新地方公会計基

準による財務書類全般」をテーマとして選定することは可能であるが、毎年度同時期に実

施することは難しいと思われる。こうした監査主体のあり方についても本研究会「新地方

会計の実態調査」では各自治体に問うているところである。 

5.45.45.45.4 財務書類に関する公監査のあり方 

以上、新地方公会計基準による財務書類の公監査を実施する上での諸論点を考察してき

た。地方自治体における財務書類の公監査のあり方は、新地方公会計基準が示されたもの

の、現時点では、総務省の支援による日々仕訳・期末一括仕訳方式の構築途上であり、また、

様々なみなし規定を置いた開始貸借対照表の作成などの諸条件のもと、当該公監査におい

ては何をどの程度検証するのか（保証水準、保証の類型等）は議論のあるところと思われる

１０。第 31 次地方制度調査会で提唱されている自治体全体としての内部統制の構築方向の

中、監査委員、共同監査、外部監査のあり方など自治体監査の変容とともに注視していくこ

とが必要と考える。 

注

１総務省資料「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会（第 1 回）資料 2-2 P23」を

加工。 

２総務省前掲資料（第 1 回）「資料 3､4」を加工。 

３東京都監査事務局ホームページ「定例監査 年（年度）別、監査実施計画、監査の結果

（平成 27 年度）」http://www.kansa.metro.tokyo.jp/PDF/01teirei/27teirei.pdf 
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４大阪府ホームページ 「大阪府財政運営基本条例について」

http://www.pref.osaka.lg.jp/zaisei/zaiseijourei/ 

５北海道ホームページ「平成 27 年度北海道包括外部監査の結果概要」

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkk/gaibu.htm 

６豊中市ホームページ http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kansa/gaibukansa.html  

７那覇市ホームページ「平成 27 年度包括外部監査結果報告書」

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/gyouseikeiei/gaibukansa.html 

８総務省「地方公会計の活用のあり方に関する研究会第１回（平成 28 年 4 月 28日） 

『参考資料 統一的な基準による地方公会計の整備について』 

９全国都市監査委員会ホームページ「会員実態調査」https://www.zenkan.jp/jittai/ 

１０ 保証業務に関する議論は第 14 章に詳述されている。 
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